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肝炎患者を救えるか?＝基本指針
日肝協 常任幹事 阿部 洋一

「肝炎対策の推進に関する基本的な指

針=基本指針」について昨年６月から肝

炎対策推進協議会(=協議会)で議論をし、

この５月16日に正式発表されました。

（厚生労働省のホームページ：「総合的

な肝炎対策」http://www.mhlw.go.jp/bu

nya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/pdf/

hourei-17.pdf

まず、協議会に出席して感じたのは、

肝炎対策基本法により基本指針で審議す

ることが決まっていて、「肝炎の予防」

「肝炎検査」「肝炎医療の体制」などが

主であり、私たちが考えている「肝炎患

者救済」というイメージとは大分違った

ものでした。

私達患者委員は患者・遺族の立場から

高齢化・重篤化している「肝硬変・肝が

ん患者への対策」を強く訴えましたが、

来年度予算が厳しいなどと医療費支援の

拡大などは早々に見送られることになり

ました。それ以外の項目では「ウイルス

検査の個別勧奨や出張型検診などの推

進」、「市町村の保健師などをコーディ

ネーター育成」、「肝炎患者への情報提

供と専門医とかかりつけ医の連携のため

『肝炎患者支援手帳』配布」など新規予

算も付いています。その他、各都道府県

に「肝炎対策計画策定」を求めることも

決められました。

しかし、やっと指針に入った肝硬変・

肝がん患者対策も、その実態調査をこれ

から３年ほどかけて実施ということです。

ウイルス検査についても「すべての国民

が一回は検査を」となっていますが、今

の受診率などであれば、すべてが終わる

のは何十年、いや百年もかかってしまい

ます。私達が提起したのはそのような重

要事項を「期間をどのように短縮しいつ

までに完了させるか」なのです。高齢化、

重篤化した肝炎患者には時間がないので

す。今回、成立した基本指針は毎日120

人もの肝炎患者が亡くなっている現状に

応えるものにはなりませんでした。

そのうえ今年度から「肝炎対策に係わ

る特別要望枠」として国の予算が計上さ

れたものの、各都道府県でその半分を負

担しなければ施策が執行されないため、

各都道府県などの姿勢や地域の実情など

により実行が危ぶまれています。このよ

うに、私達肝炎患者にとって大変厳しい

基本指針となりましたが、協議会はこれ

で終わったのではなく、各都道府県の施

策の実施状況や厚労省の対応などを厳し

く見て協議会で議論して行くことが、こ

れからの課題となります。

協議会の全体の印象は、委員のなかに

は厚労省から多額の研究費が出ている方

や、厚労省などの外郭団体の責任者で、

とても公正な議論が出来るメンバーとは

思われません。また、政府・民主党が政

治主導といいながら、肝炎対策も官僚ま

かせになって官僚の論理が前に出て議論

になりませんでした。患者委員６名は35

0万人の肝炎患者の思いを背負って頑張
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ったつもりですが、力不足だったことを

申し訳なく思っています。

最後に、一昨年末から各都道府県に出

向いて肝炎対策の実態調査をするなど、

協議会への対応の支援をしていただいた

支援団体の方々には厚く御礼申し上げま

す。また、全国の皆さんから多くの激励

を頂きましたことに感謝申し上げます。

肝炎対策の推進に関する基本的な指針
平成23年５月16日
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肝炎とは、肝臓の細胞が破壊されてい

る状態であり、その原因は、ウイルス性、

アルコール性、自己免疫性等に分類され、

多様である。我が国では、Ｂ型肝炎ウイ

ルス又はＣ型肝炎ウイルス（以下「肝炎

ウイルス」という。）感染に起因する肝

炎患者が肝炎にり患した者の多くを占め

ており、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対

策が喫緊の課題となっている。

近年の国におけるＢ型肝炎及びＣ型肝

炎に係る対策については、平成14年度以

降、Ｃ型肝炎等緊急総合対策を実施し、

平成19年度には、都道府県に対し、肝疾

患診療連携拠点病院（以下「拠点病院」

という。）の整備について要請する等の

取組を進めてきた。

また、平成20年度以降、肝炎の治療促進

のための環境整備、肝炎ウイルス検査の

促進、肝炎に係る診療及び相談体制の整

備、国民に対する肝炎に係る正しい知識

の普及啓発並びに肝炎に係る研究の推進

の５本の柱からなる肝炎総合対策を進め

てきた。

さらに、研究分野に関しては、平成20

年６月に、肝炎の専門家からなる肝炎治

療戦略会議が「肝炎研究７カ年戦略」を

取りまとめ、これに基づき肝炎研究に取

り組んできたところである。

しかしながら、肝炎ウイルスに感染し

ているものの自覚のない者が多数存在す

ると推定されることや、肝炎ウイルスに

起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る
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医療（以下「肝炎医療」という。）の体

制が十分整備されていない地域があるこ

と等、肝炎医療を必要とする者に適切に

肝炎医療を提供していくためには、いま

だ解決すべき課題が多い。また、肝炎ウ

イルスの感染経路等についての国民の理

解が十分でないことや、肝炎ウイルス検

査を受検する必要性に関する認識が十分

でないことに加え、一部では、肝炎ウイ

ルスに持続感染している者（ウイルス性

肝炎から進行した肝硬変又は肝がんの患

者を含む。以下「肝炎患者等」とい

う。）に対する不当な差別が存在するこ

とが指摘されている。このような状況を

改善し、今後、肝炎対策のより一層の推

進を図るためには、国や地方公共団体の

みならず、あらゆる関係者が一体となっ

て、より一層の連携を図ることが必要で

ある。

本指針は、このような現状の下に、肝

炎患者等を早期に発見し、また、肝炎患

者等が安心して治療を受けられる社会を

構築するため、国、地方公共団体等が取

り組むべき方向性を示すことにより、肝

炎対策のより一層の推進を図ることを目

的とし、肝炎対策基本法（平成21年法律

第97号）第９条第１項の規定に基づき策

定するものである。

なお、我が国では、現在、肝炎にり患

した者に占める患者数の多さから、Ｂ型

肝炎及びＣ型肝炎に係る対策が喫緊の課

題となっている。このため、本指針にお

いては、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対

策に関する事項を定めるものとする。

第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

（１）基本的な考え方

肝炎（Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎をいう。

以下同じ。）は、適切な治療を行わない

まま放置すると慢性化し、肝硬変や肝が

んといったより重篤な病態に進行するお

それがある。このため、肝炎患者等が生

活する中で関わる全ての者が肝炎に対す

る理解を深め、これらの者の協力の下、

肝炎患者等が安心して生活できる環境づ

くりに取り組むことが必要である。

また、肝炎対策は、肝炎患者等を含め

た国民の視点に立ち、国民の理解、協力

を得て、肝炎患者等を含む関係者が一体

となって、連携して対策を進めることが

重要である。

（２）肝炎ウイルス検査の更なる促進

肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、

個々人が肝炎ウイルスに感染した可能性

があるか否かを一概に判断することは困

難であることから、全ての国民が、少な

くとも一回は肝炎ウイルス検査を受検す

る必要があると考えられる。このため、

肝炎ウイルス検査の受検体制を整備し、

受検の勧奨を行うことが必要である。

（３）適切な肝炎医療の推進

肝炎患者等の健康保持のためには、個々

の状況に応じた適切な治療を受けること
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が重要である。

肝炎患者等に対し、病態に応じた適切

な肝炎医療を提供するためには、専門的

な知識や経験が必要であるため、個々の

肝炎患者等は、肝炎医療を専門とする医

療機関（以下「専門医療機関」とい

う。）において治療方針の決定を受ける

ことが望ましい。

また、専門医療機関において治療方針

の決定を受けた肝炎患者等は、継続して

適切な治療を受けることが必要である。

このため、肝炎患者等が、居住地域に

かかわらず適切な肝炎医療を受けられる

よう、地域の特性に応じた肝疾患診療体

制の整備の促進に向けた取組を進める必

要がある。

また、肝炎ウイルスを排除し又はその

増殖を抑制する抗ウイルス療法（肝炎の

根治目的で行うインターフェロン治療又

はＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療をい

う。以下同じ。）については、肝硬変や

肝がんといった、より重篤な病態への進

行を予防し、又は遅らせることが可能で

あり、また、ウイルス量が低減すること

により二次感染の予防につながるという

側面がある。このため、引き続き、抗ウ

イルス療法に対する経済的支援に取り組

み、その効果を検証していく必要がある。

（４）肝炎医療を始めとする研究の

総合的な推進

肝炎は国内最大級の感染症であり、感

染を放置すると肝硬変や肝がんといった

重篤な病態に進行する。このため、肝炎

医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関

する基礎、臨床及び疫学研究等を総合的

に推進する必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよ

う、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤となる行政的な課題を解決するため

に必要な研究についても進める必要がある。

（５）肝炎に関する正しい知識の

更なる普及啓発

肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状

に乏しいことから、感染に気付きにくく、

また、感染を認識していても、感染者が

早急な治療の必要性を認識しにくい。こ

のため、国民一人一人が自らの肝炎ウイ

ルスの感染の有無を把握し、肝炎につい

ての正しい知識を持つよう、更なる普及

啓発に取り組む必要がある。

さらに、肝炎患者等に対する不当な差

別を解消し、また、感染経路についての

知識不足による新たな感染を予防するた

めにも、肝炎についての正しい知識の普

及が必要である。

（６）肝炎患者等及びその家族等に

対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族等の多くは、

肝炎が肝硬変や肝がんといった、より重

篤な病態へ進行することに対する将来的

な不安を抱えている。また、治療におけ

る副作用等、治療開始前及び治療中にお

いて、精神的な負担に直面することも多

い。このため、こうした肝炎患者等及び

その家族等の不安や精神的負担の軽減に

資するため、肝炎患者等及びその家族等

への相談支援を行う必要がある。
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また、肝炎患者等及びその家族等を含

む国民の視点に立った分かりやすい情報

提供について、取組を強化する必要がある。

第２ 肝炎の予防のための施策に関する事項

（１）今後の取組の方針について

感染経路についての知識不足による新

たな感染を予防するため、全ての国民に

対して肝炎についての正しい知識を普及

することが必要である。

また、国は、地方公共団体に対して、

妊婦に対するＢ型肝炎抗原検査を妊婦健

康診査の標準的な検査項目として示すほ

か、各医療機関において、当該検査の結

果が陽性であった妊婦から出生した乳児

に対するＢ型肝炎ワクチンの接種等の適

切な対応が行われるよう指導を求める等

のＢ型肝炎母子感染予防対策を講じてお

り、引き続きこの取組を進める。

さらに、Ｂ型肝炎の感染はワクチンに

よって予防可能であることから、水平感

染防止の手段の一つとして、Ｂ型肝炎ワ

クチンの予防接種の在り方について検討

を行う必要がある。

（２）今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染

の発生を防止するため、日常生活上の

感染予防の留意点を取りまとめた啓発

用の資材や、集団生活が営まれる各施

設における感染予防ガイドライン等を

作成するための研究を推進する。また、

当該研究の成果物を活用し、地方公共

団体等と連携を図り、普及啓発を行う。

イ 国は、ピアスの穴あけ等血液の付着

する器具の共有を伴う行為や性行為等、

感染の危険性のある行為に興味を抱く

年代に対して、肝炎についての正しい

知識と理解を深めるための情報を取り

まとめ、地方公共団体等と連携を図り、

普及啓発を行う。

ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者

等の感染のリスクの高い集団を中心と

して、Ｂ型肝炎ワクチンの有効性、安

全性等に関する情報提供を行う。

エ 国は、水平感染防止の手段としての

Ｂ型肝炎ワクチン接種の有効性、安全

性等に関する情報を踏まえ、当該ワク

チンの予防接種の在り方について検討

を行う。

第３ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

（１）今後の取組の方針について

肝炎ウイルスの感染状況を本人が把握す

るための肝炎ウイルス検査については、

医療保険者や事業主等の多様な実施主体

において実施されていることや、プライ

バシーに配慮して匿名で実施されている

場合があること等から、当該検査の受検

状況の実態を把握することは困難な状況

にある。しかしながら、肝炎ウイルス検
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査体制の整備及び普及啓発を効果的に実

施するためには、施策を行う上での指標

が必要であり、このため、従前から実施

している肝炎ウイルス検査の受検者数の

把握のための調査に加えて、肝炎ウイル

ス検査の受検率について把握するための

調査及び研究が必要である。

また、肝炎ウイルス検査の未受検者や、

受検しているが検査結果を正しく認識し

ていない者等、感染の事実を認識してい

ない肝炎患者等が多数存在することが推

定される。このため、感染経路は様々で

あり、本人の自覚なしに感染している可

能性があることを含めて、肝炎に関する

正しい知識の普及啓発を行い、全ての国

民が少なくとも一回は肝炎ウイルス検査

を受検することが必要であることを周知

する。また、希望する全ての国民が肝炎

ウイルス検査を受検できる体制を整備し、

その効果を検証するための研究を推進す

る必要がある。

さらに、肝炎ウイルス検査の結果につ

いて、受検者各自が正しく認識できるよ

う、肝炎の病態等に係る情報提供を行う

とともに、肝炎医療に携わる者に対し、

最新の肝炎ウイルス検査に関する知見の

修得のための研修の機会を確保する必要

がある。

(２）今後取組が必要な事項について

ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係

る受検率や検査後の受診状況等につい

て把握するための調査及び研究を行う。

イ 国は、現在、地方公共団体が実施主

体となって行っている肝炎ウイルス検

査について、地方公共団体に対し、引

き続き、検査実施とその体制整備を要

請するとともに、肝炎ウイルス検査の

個別勧奨や出張型検診等を推進するこ

とにより、更なる検査実施を支援する。

ウ 国及び地方公共団体は、住民に向け

た肝炎ウイルス検査に関する広報を強

化する。あわせて、職域において健康

管理に携わる者や、医療保険者、事業

主等の関係者の理解と協力の下、引き

続き、これらの関係者から、労働者に

対する受検勧奨が行われるよう要請する。

エ 国は、多様な検査機会が確保される

よう、医療保険者が健康保険法（大正1

1年法律第70号）に基づき行う健康診査

等及び事業主が労働安全衛生法（昭和4

7年法律第57号）に基づき行う健康診断

に併せて実施する肝炎ウイルス検査に

ついては、継続して実施されるよう医

療保険者及び事業主に対して要請する。

また、医療保険者や事業主が肝炎ウイ

ルス検査を実施する場合の検査結果に

ついて、プライバシーに配慮した適正

な通知と取扱いがなされるよう、医療

保険者及び事業主に対して改めて周知

する。

オ 国は、肝炎ウイルス検査の受検前及

び結果通知時において、受検者各自が、

病態、治療及び予防について正しく認

識できるよう、肝炎の病態、治療及び

予防に関する情報を取りまとめ、地方

公共団体等と連携を図り、普及啓発を

行う。

カ 国及び地方公共団体は、医療機関に

対し、手術前等に行われる肝炎ウイル
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ス検査の結果について、受検者に適切

に説明を行うよう要請する。また、国

は、医療機関において手術前等に行わ

れる肝炎ウイルス検査の結果の説明状

況等について、実態把握のための調査

研究を行う。

キ 国は、独立行政法人国立国際医療研

究センター肝炎情報センター（以下

「肝炎情報センター」という。）に対

し、国立国際医療研究センターの中期

目標及び中期計画に基づき、拠点病院

において指導的立場にある医療従事者

に対して、最新の知見を踏まえた肝炎

検査及び肝炎医療に関する研修が行わ

れるよう要請する。

第４ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

（１）今後の取組の方針について

肝炎ウイルス検査の結果、診療が必要

と判断された者が医療機関で受診しない、

また、たとえ医療機関で受診しても、必

ずしも適切な肝炎医療が提供されていな

いという問題点が指摘されている。

このため、全ての肝炎患者等が継続的

かつ適切な肝炎医療を受けることができ

る体制を整備するため、拠点病院を中心

として、「都道府県における肝炎検査後

肝疾患診療体制に関するガイドライン」

（平成19年全国Ｃ型肝炎診療懇談会報告

書）に基づき、拠点病院、専門医療機関

及びかかりつけ医が協働する仕組みとし

て、地域における肝炎診療ネットワーク

の構築を進める必要がある。また、地域

や職域において健康管理に携わる者を含

めた関係者の連携の下、肝炎患者等に対

する受診勧奨及び肝炎ウイルス検査後の

フォローアップを実施することにより、

肝炎患者等の適切な医療機関への受診を

進める必要がある。

また、肝炎患者等が、働きながら継続

的に治療を受けることができる環境づく

りに向けて、引き続き、事業主、職域に

おいて健康管理に携わる者及び労働組合

を始めとした関係者の協力を得られるよ

う、必要な働きかけを行う必要がある。

さらに、肝炎患者等の経済的負担軽減

のための抗ウイルス療法に係る肝炎医療

費助成の実施及び肝炎医療に係る諸制度

の周知により、肝炎の早期かつ適切な治

療を推進する。

（２）今後取組が必要な事項について

ア 国は、地方公共団体と連携して、肝

炎患者等が個々の病態に応じた適切な

肝炎医療を受けられるよう、肝炎ウイ

ルス検査後のフォローアップや受診勧

奨等の支援を地域や職域において中心

となって進める人材の育成を推進する。

また、肝炎患者等に対する情報提供や、

拠点病院、専門医療機関及びかかりつ

け医の連携等に資するため、肝炎の病

態、治療方法、肝炎医療に関する制度

等の情報を取りまとめた手帳等を肝炎

患者等に対して配布する。
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イ 国は、地域や職域において健康管理

に携わる者が肝炎患者等に対して提供

するために必要な情報を取りまとめ、

地方公共団体や医療保険者等と連携を

図り、普及啓発を行う。

ウ 国は、肝炎情報センターが拠点病院

の医療従事者を対象として実施する研

修を効果的に進めるための技術的支援

を行う。また、国及び都道府県は、拠

点病院が行う研修について、より効果

的な実施方法等について検討し、研修

内容の充実を図る。

エ 国は、地域における診療連携の推進

に資する研究を行い、その成果物を活

用し、地域の特性に応じた診療連携体

制の強化を支援する。

オ 国は、職域における肝炎患者等に対

する理解を深めるため、肝炎の病態、

治療方法及び肝炎患者等に対する望ま

しい配慮についての先進的な取組例等

の情報を取りまとめ、各事業主団体と

連携を図り、普及啓発を行う。

カ 国は、就労を維持しながら適切な肝

炎医療を受けることができる環境の整

備等について、各事業主団体に対し、

協力を要請する。

キ 国は、肝炎医療費助成制度、高額療

養費制度、傷病手当金、障害年金等の

肝炎医療に関する制度について情報を

取りまとめ、地方公共団体と連携を図

り、拠点病院の肝疾患相談センターを

始めとした医療機関等における活用を

推進する。

ク 肝炎情報センターは、肝炎医療に係

る最新情報、拠点病院及び専門医療機

関等のリスト並びに拠点病院において

対応可能な肝炎医療の内容に関して情

報収集を行い、当該情報を肝炎情報セ

ンターのホームページに分かりやすく

掲載すること等により、医療従事者及

び国民に向けて可能な限り迅速に周知

を図る。

第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

（１）今後の取組の方針について

肝炎ウイルスへの新たな感染を防止し、

肝炎医療の水準を向上させるためには、

肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成

が重要である。

このため、肝炎ウイルスへの新たな感

染の発生の防止に資するよう、肝炎の感

染予防について知識を持つ人材を育成す

るとともに、肝炎ウイルス感染が判明し

た後に適切な肝炎医療に結びつけるため

の人材を育成する必要がある。

また、肝炎医療に携わる者が、最新の

肝炎検査に関する知見を修得することは、

適切な治療方針の決定や患者に対し的確

な説明を行う上で非常に重要であるため、

肝炎医療に携わる者の資質向上を図る必

要がある。

さらに、地域における肝炎に係る医療

水準の向上等に資する指導者を育成する

ことが必要である。
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（２）今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染

の発生を防止するため、日常生活上の

感染予防の留意点を取りまとめた啓発

用の資材や、集団生活が営まれる各施

設における感染予防ガイドライン等を

作成するための研究を推進する。また、

当該研究の成果物を活用し、地方公共

団体等と連携を図り、普及啓発を行う。

（再掲）

イ 国は、地方公共団体と連携して、肝

炎患者等が個々の病態に応じた適切な

肝炎医療を受けられるよう、肝炎ウイ

ルス検査後のフォローアップや受診勧

奨等の支援を地域や職域において中心

となって進める人材の育成を推進する。

（再掲）

ウ 国は、肝炎情報センターに対し、国

立国際医療研究センターの中期目標及

び中期計画に基づき、拠点病院におい

て指導的立場にある医療従事者に対し

て、最新の知見を踏まえた肝炎検査及

び肝炎医療に関する研修が行われるよ

う要請する。（再掲）

エ 国は、肝炎情報センターが拠点病院

の医療従事者を対象として実施する研

修を効果的に進めるための技術的支援

を行う。また、国及び都道府県は、拠

点病院が行う研修について、より効果

的な実施方法等について検討し、研修

内容の充実を図る。（再掲）

第６ 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

（１）今後の取組の方針について

肝炎研究については、これまでの成果

を肝炎対策に適切に反映するため、研究

実績を総合的に評価、検証するとともに、

今後、行政的な課題を解決するために必

要な研究を実施していく必要がある。

また、肝炎対策を総合的に推進するため

の基盤となる肝炎研究を推進するととも

に、将来の肝炎研究を担う若手研究者の

育成を行い、肝炎研究の人的基盤の拡大

を目指す。

さらに、肝炎研究について、国民の理

解を得られるよう、分かりやすい情報発

信を推進する必要がある。なお、研究成

果の公表に当たっては、差別や偏見を招

くことのないよう、十分に配慮するもの

とする。

（２）今後取組が必要な事項について

ア 国は、「肝炎研究７カ年戦略」に基

づく肝炎研究を一層推進するととも

に、その研究成果について評価、検

証を行い、肝炎対策推進協議会に報

告する。

イ 国は、肝炎研究分野において、若手

研究者の人材育成を積極的に行う。

ウ 国は、「肝炎研究７カ年戦略」に基

づく肝炎研究に加え、肝炎対策の推

進に資することを目的として、以下
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の行政的な研究を行う。

（ア）日常生活上の感染予防の留意点を

取りまとめた啓発用の資材や、集団生

活が営まれる各施設における感染予防

ガイドライン等を作成するための研究

（イ）医療機関において手術前等に行

われる肝炎ウイルス検査の結果の説

明状況等について、実態を把握する

ための研究

（ウ）地域における診療連携の推進に

資する研究

（エ）職域における肝炎患者等に対す

る望ましい配慮の在り方に関する研究

（オ）具体的な施策の目標設定に資す

る肝炎、肝硬変及び肝がん等の病態

別の実態を把握するための調査研究

（カ）肝炎患者等に対する偏見や差別の

実態を把握し、その被害の防止のため

のガイドラインを作成するための研究

（キ）その他肝炎対策の推進に資する研究

エ 国は、肝炎研究について国民の理解

を得られるよう、当該研究の成果に

ついて分かりやすく公表し、周知を

図る。

第７ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

（１）今後の取組の方針について

肝炎は重篤な疾病であり、肝炎医療に

係る医薬品を含めた医薬品の開発等に係

る研究が促進され、薬事法（昭和35年法

律第145号）の規定に基づく製造販売の

承認が早期に行われるよう、治験及び臨

床研究を推進し、さらに、肝炎医療のた

めの医薬品を含めた、特に医療上必要性

が高い医薬品及び医療機器が速やかに医

療現場に導入されるよう、審査の迅速化

等の必要な措置を講じる必要がある。

（２）今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎医療の医療水準の向上等

に資する新医薬品の開発等に係る研究

を推進する。

イ 国は、肝炎医療に係る新医薬品を含

めた医薬品開発等に係る治験及び臨床

研究を推進する。

ウ 国は、肝炎医療に係る新医薬品、新

医療機器等について、優れた製品を迅

速に医療の現場に提供できるよう、有

効性や安全性に関する審査体制の充実

強化等を図る等承認審査の迅速化や質

の向上に向けた取組を推進する。

エ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等の

うち、欧米諸国で承認等されているが

国内で未承認の医薬品等であって医療

上必要性が高いと認められるものにつ

いて、関係企業に治験実施等の開発要

請の取組を行う。

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等の

うち、医療上の有用性等の要件を満た

す医薬品については、優先して承認審

査を進める。
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第８ 肝炎に関する啓発及び知識の普及

並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

（１）今後の取組の方針について

肝炎に係る正しい知識については、国

民に十分に浸透していないと考えられる。

こうした中において、肝炎ウイルス検査

の受検を勧奨し、また、肝炎ウイルスの

新たな感染を予防するためには、全ての

国民に対して、肝炎の予防、病態及び治

療に係る正しい理解が進むよう普及啓発

及び情報提供を推進する必要がある。

また、早期に適切な治療を促すため、

肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る

正しい知識を持つことができるよう、普

及啓発及び情報提供を積極的に行うとと

もに、肝炎患者等が、不当な差別を受け

ることなく、社会において安心して暮ら

せる環境づくりを目指し、肝炎患者等と

その家族等、医療従事者、事業主等の関

係者を始めとした全ての国民が、肝炎に

ついて正しい知識を持つための普及啓発

を推進する必要がある。

（２）今後取組が必要な事項について

ア 国は、平成22年５月の世界保健機関

（WHO）総会において、世界肝炎デーの

実施が決議されたことを踏まえ、日本

肝炎デーを設定する。あわせて、国及

び地方公共団体は、財団法人ウイルス

肝炎研究財団が従来から実施してきた

「肝臓週間」と連携し、肝炎に関する

集中的な普及啓発を行う。

イ 国及び地方公共団体は、あらゆる世

代の国民が、肝炎に係る正しい知識を

持つための普及啓発を行う。

ウ 国及び地方公共団体は、国民に対し、

近年、我が国における感染事例の報告

がある急性Ｂ型肝炎（ジェノタイプ

Ａ）は、従来に比し、感染が慢性化す

ることが多いとされていることに鑑み、

母子感染や乳幼児期の水平感染に加え

て、性行為等により感染する可能性が

あり、予防策を講じる必要があること

について普及啓発を行う。

エ 国及び地方公共団体は、肝炎患者等

への受診勧奨を行うため、医療保険者、

医師その他の医療従事者の団体、職域

において健康管理に携わる者の団体、

事業主団体等の協力を得て、肝炎の病

態、知識や肝炎医療に係る制度につい

て普及啓発を行う。

オ 国は、肝炎患者等、医師等の医療従

事者、職域において健康管理に携わる

者、事業主等の関係者が、それぞれに

とって必要な情報を取りまとめ、普及

啓発を行う。

カ 国は、就労を維持しながら適切な肝

炎医療を受けることができる環境の整

備等について、各事業主団体に対し、

協力を要請する。（再掲）

キ 国は、地域の医療機関において、肝

炎に係る情報提供が適切になされるよ

う、肝炎情報センターに対し、情報提

供の機能を充実させるよう要請する。

ク 国及び都道府県は、拠点病院の肝疾
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患相談センターを周知するための普及

啓発を行う。

ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイ

ルス検査を実施する場合の検査結果につ

いて、プライバシーに配慮した適正な通

知と取扱いについて、医療保険者及び事

業主に対して改めて周知する。（再掲）

コ 国は、肝炎患者等に対する偏見や差別

の実態を把握し、その被害の防止のため

のガイドラインを作成するための研究を

行い、その成果物を活用し、地方公共団

体と連携を図り、普及啓発を行う。

第９ その他肝炎対策の推進に関する重要事項

（１）肝炎患者等及びその家族等に

対する支援の強化及び充実

ア 今後の取組の方針について

肝炎患者等及びその家族等が、肝炎

医療を受けながら、生活の質の向上を

図ることができるよう、相談支援体制

の充実を図り、精神面でのサポート体

制を強化する。また、肝炎患者等が不

当な差別を受けた場合、肝炎患者等一人

一人の人権を尊重し、不当な差別を解消

するため、適切な対応を講じることがで

きる体制づくりを進める必要がある。

イ 今後取組が必要な事項について

（ア）国は、都道府県と連携して、肝

炎患者等及びその家族等の不安を軽

減するための情報提供を進めるとと

もに、肝炎患者等及びその家族等と、

医師を始めとした医療従事者とのコ

ミュニケーションの場を提供する。

（イ）国は、肝炎情報センターに対し、

拠点病院の相談員が必要とする情報

について整理し、積極的に情報提供

が行われるよう要請する。

（ウ）国は、地方公共団体と連携して、

法務省の人権擁護機関の人権相談窓

口の周知を図る。

（２）肝硬変及び肝がん患者に対する更

なる支援の在り方

肝炎から進行した肝硬変及び肝がんは、

根治的な治療法が少なく、また、患者の

高齢化が進んでいる現状がある。このた

め、肝硬変及び肝がん患者の不安を軽減

するために、以下の取組を講じるものと

する。

ア 国は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾

患について、「肝炎研究７カ年戦略」

に基づく研究を推進する。あわせて、

国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝

がんを含む肝疾患に係る肝炎医療の水

準の向上等を図るため、医療従事者へ

の研修等人材育成を推進する。

イ 国は、都道府県と連携して、肝炎か

ら進行した肝硬変及び肝がん患者を含

む肝炎患者等及びその家族等の不安を

軽減するための情報提供を進めるとと

もに、肝炎患者等及びその家族等と、

医師を始めとした医療従事者とのコミ

ュニケーションの場を提供する。
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ウ 平成22年度から、一定の条件の下、

身体障害者福祉法（昭和24年法律第28

3号）における身体障害として、新た

に肝臓機能障害の一部について、障害

認定の対象とされた。その認定を受け

た者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫

療法とそれらに伴う医療については、

自立支援医療（更生医療）の対象とな

っており、引き続き当該措置を継続す

る。

エ 国は、肝炎から進行した肝硬変及び

肝がんの患者に対する更なる支援の在

り方について検討する上での情報を収

集するため、肝硬変及び肝がん患者に

対する肝炎医療や生活実態等に関する

現状を把握するための調査研究を行う。

（３）地域の実情に応じた

肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法

の趣旨に基づき、都道府県単位での肝炎

対策を推進するための計画を策定する等、

地域の実情に応じた肝炎対策を講じるた

めの体制を構築し、管内市区町村と連携

した肝炎対策を推進することが望まれる。

また、地方公共団体は、積極的に、国

を始めとする他の行政機関との連携を図

りつつ肝炎対策を講じることが望まれる。

（４）国民の責務に基づく取組

肝炎対策基本法第６条の規定に鑑み、

肝炎対策は、肝炎患者等とその家族等を

含めた国民が主体的かつ積極的に活動す

る必要があり、以下の取組を進めること

が重要である。

ア 国民一人一人が、肝炎は放置すると

肝硬変や肝がんという重篤な病態へと

進展する可能性があり、各人の健康保

持に重大な影響をもたらし得る疾病で

あることを理解した上で、少なくとも

一回は肝炎ウイルス検査を受検し、自

身の肝炎ウイルス感染の有無について、

早期に認識を持つよう努めること。

イ 国民一人一人が、肝炎ウイルスへの

新たな感染の可能性がある行為につい

て正しい知識を持ち、新たな感染が生

じないよう行動すること。また、肝炎

ウイルスの感染に関する知識が不足し

ていること等により、肝炎患者等に対

する不当な差別や、それに伴う肝炎患

者等の精神的な負担が生じることのな

いよう、正しい知識に基づく適切な対

応に努めること。

（５）肝炎対策基本指針の見直し

及び定期報告

肝炎対策基本法第９条第５項において

は、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関す

る状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の

効果に関する評価を踏まえ、少なくとも

５年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を

加え、必要があると認めるときは、これ

を変更しなければならない。」とされて

いる。

本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、

肝炎対策を総合的に推進するために基本

となる事項について定めたものである。

今後は、本指針に定める取組を進めてい

くこととなるが、国、地方公共団体等に

おける取組について、定期的に調査及び
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評価を行い、肝炎をめぐる状況変化を的

確に捉えた上で、必要があるときは、策

定から５年を経過する前であっても、本

指針について検討を加え、改正するもの

とする。なお、本指針に定められた取組

の状況は、肝炎対策推進協議会に定期的

に報告するものとする。

7/8 薬害肝炎訴訟原告弁護団と細川厚労大臣定期協議

７月８日午後、厚生労働省で行われた大臣協議での「恒久対策」部分を九州弁護団の

古賀弁護士の報告から転載します。（紙面の都合で一部割愛しました。）

大阪原告武田さん「さきほど大阪原告がテ

ープで意見陳述したように、肝硬変肝癌へ

の社会的支援がほとんどない状況です。ぜ

ひ改善をして下さい」

細川大臣「肝硬変・肝癌になった方の苦し

さ、闘病生活、実は私の義理の兄も肝硬変

でなくなり、腹水で苦しんだのでよく知っ

ている。その意味でも患者の皆さんの実態

というのはよく知らないといけない、調査

しないといけないというのはその通りだと

思う」

「肝臓の専門家等による議論をふまえ認定

基準が了承され、22年４月からは新たに身

体障害者手帳の交付を開始したところ。運

用実態に関する調査要望も昨年あったので、

自治体の認定状況について、申請却下にな

った理由や指定医の認定基準に対する意見

をまとめて公表したところだ。今後も必要

な方が必要な認定が得られるように取り組

んでいきたい」

「生活実態については、肝炎対策基本法

に基づく基本指針において、国は肝硬変肝

癌患者に対するさらなる援助のため情報を

収集するための調査研究を行う、とされて

いる。それをふまえ厚生労働科学助成金に

よって、肝炎患者の治療のための調査を平

成２３年から３年かけて調査する予定にし

ている。今後の肝炎治療については、この

調査もふまえて総合的な議論検討していき

たい」

厚労省健康局長「厚生科学研究でスタート

した。大阪肝臓病友の会の協力も得てアン

ケートも行った」

原告武田さん「脳症がないだけで障害認定

できないというのはおかしいと思います。

死にかけた人しか障害認定おりないという

のは矛盾しています。それが血の通った制

度ではないでしょうか。もう少しは生活が

できる状態で、それを補えるような障害認

定してほしい。少しでも緩和されるよう願

っています」

山西弁護士「確認しますが、調査で明らか

になってきた事情をふまえやっていくとい

うことでよろしいですか」

細川大臣「間違いありません」（略）

名古屋原告金田さん「昨日48週間の治療を

終えたばかり。副作用でとてもつらいので

す。なんでこんな治療を受けないといけな

いのでしょうか。その原因は結局国の責任

ではないでしょうか。こんな苦しい思いを

する被害者を二度と作らないで欲しいと思

います」

細川大臣「薬害によって肝炎として肝硬変

肝癌になって大変な苦しみをされているこ

とについては、国としても患者さんの苦し

みを取り除くように全面的にやっていかな

いと思う。専門の医療機関を作ることなど

国としても頑張っていきたい」
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